
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.4.1 ～ 2020.9.30 半期開示 



 

◆ごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

◆預金の状況                   ◆貸出金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◆収益の状況  

 

 

 

 

 

 

◆自己資本の状況                 ◆業種別貸出残高構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第 1 項において準用

する銀行法第 14 条の 2 に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産

等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成

18 年度金融庁告示第 21 号）」により、バーゼルⅢ国内基準に基づく開示を行ってお

ります。 

預金残高 ７３６億円      （単位：億円） 

 

貸出金残高 ２８３億円       （単位：億円） 

 

自己資本比率  ４０．４５％ 

自己資本の額   １３１億円 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃より宮古信用金庫に対し、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。当

金庫をより一層ご理解いただけるよう、2020 年度上半期ディスクロージャー誌を作

成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。 

 今後とも地域になくてはならない金融機関であり続けるため、より身近でお役にたて

る＜みやしん＞を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し

上げます。               令和２年１１月 理事長 齋藤 浩司  

業務純益 ６８百万円  （単位：百万円）              

 

 

 

 

経常利益 ７２百万円  （単位：百万円）              

 

 

 

 

 

当期純利益 ７０百万円 （単位：百万円）              

 

 

 

 

 

 

 



◆金融再生法開示債権の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆有価証券の状況  

 ■満期保有目的の有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他目的の有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■時価を把握するのが極めて困難と認められる有価証券  

 

 

 

 

 

 

不良債権比率 ５．４０％              

不良債権残高 １４億円             

                （単位：百万円） 

 

 

 

グラフ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【破産更生債権及びこれらに準ずる債権】 

破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債券及びこれら

に準ずる債権です。 

【危険債権】 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取が出来ない可能性の高い債権です。 

【要管理債権】 

「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。 

【正常債権】 

債務者の財務状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる

債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。 

 

 

 

 

 



 

２０２０年度 上期トピックス 

 

 

営業店舗のご案内 


